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糸満市水道事業給水条例施行規程 

昭和４８年３月３１日 

水道管理規程第１号 

（目的） 

第１条 この規程は、糸満市水道事業給水条例（平成１０年糸満市条例第５号。以下「条

例」という。）の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 

（給水装置管理人の選定） 

第２条 給水装置所有者が、条例第１３条の管理人を置かないとき、又は無届けのまま市

外に移転したときは、その利害関係者の中から水道事業の権限を行う市長（以下「管理

者」という。）が管理人を選定することができる。 

（給水装置に関する事務代行） 

第３条 給水装置所有者の所在が不明で給水装置に関する事務を処理することができない

ときは管理者は家屋又は土地の所有者、水道使用者その他利害関係者の申請により、そ

の他所在が判明するまで申請人をして所有者のなすべき事務を代行させることができる。 

（届出） 

第４条 給水を受けているもの、又は受けようとするものが次の各号のいずれかに該当す

る場合においては速やかに届出を管理者に行わなければならない。ただし、第２号によ

る水道使用を停止する場合、当該給水装置所有者、使用者又は物件管理者から電話で口

頭による申出が行われ、管理者が様式第２号の提出が必要でないと認めた場合はその限

りでない。 

(1) 水道使用を開始する場合又は水道使用者名義を変更する場合 開栓・名義変更届

（様式第１号） 

(2) 水道使用を停止する場合 閉栓届（様式第２号） 

(3) 水道の用途を変更する場合 給水用途変更届（様式第４号） 

（所有権譲渡の届出） 

第５条 給水装置の所有者はその設備を譲渡したときは給水装置所有者名義変更届（様式

第５号）により速やかに届け出なければならない。 

（分岐引用の本管所有者の承諾） 

第６条 他の給水管から分岐引用しようとする者は、申込書に本管所有者の承認を受けな

ければならない。 

（分岐引用者への通知） 
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第７条 分岐引用者のある本管所有者が給水装置の撤去又は分岐引用者が給水不能となる

設備変更の工事を申し込んだときは、あらかじめ分岐引用者に通知しなければならない。 

２ 分岐引用者は、前項の通知を受けたときは、３０日以内にその設備の改造又は本管取

得の手続きをしなければならない。 

３ 分岐引用者が前項の手続きをしない場合は水道の使用を廃止したものとみなす。 

（給水申込みの拒否） 

第８条 管理者は次の各号のいずれかに該当する場合は、給水装置新設の申込みを拒否す

ることができる。 

(1) 給水装置新設の地域が、後年次の配水管布設地域であり、又は布設計画に含まれて

いない場合 

(2) 正常な企業努力にもかかわらず給水量が著しく不足している場合 

(3) 特殊な地形等のため技術的に給水が著しく困難な場合 

２ 前項第１号の場合は申込者において配水管を給水装置として、その費用を負担すると

きは、この限りでない。 

（身分証明書の携帯並びに呈示） 

第９条 量水器を点検するとき又は使用料を徴収するときは身分証明書（様式第６号）を

携帯し、これを呈示しなければならない。 

（給水装置工事の施工範囲及び検査） 

第１０条 条例第８条により施行することができる給水装置の工事は量水器を除き止水栓

以下とする。 

２ 前項の工事に要する材料並びに設計及び竣工については市の検査を受けなければなら

ない。 

（給水装置新設等の申込） 

第１１条 給水装置を新たに設置しようとするときは、給水申込書（様式第７号）に給水

装置工事申請書及び設計書（様式第８号）、給水装置工事誓約書（様式第９号）及びそ

の他管理者が認めるものを添付し、申し込まなければならない。 

（工事内容の変更又は取消の届出） 

第１２条 給水装置工事の申込者は工事の内容を変更し、又は取消しをしようとするとき

は遅滞なく市に届け出なければならない。 

（給水装置工事の材料検査） 

第１３条 条例第８条第２項により自己材料を使用しようとするものは材料目録を添えそ
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の検査願を提出し、管理者の承認を受けなければならない。 

２ 前項による材料の検査を受けようとするときは現品を指定の検査場に搬入しなければ

ならない。 

（給水装置の位置及び方式） 

第１４条 給水装置の位置は申込者が指定しなければならない。ただし、指定位置が不適

当である場合は、これを変更させることができる。 

第１４条の２ 給水は、配水管の水圧をそのまま利用して直結給水とする。 

２ 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、受水槽式給水による

ものとする。 

(1) 一時に多量の水を必要とする場合 

(2) 常時一定の水圧を必要とする場合 

(3) ５階以上の建物に給水する場合 

(4) ４階建ての建築物で次のアからウに該当する場合 

ア 分岐する管の位置から高置水槽の流入口の高さが２０メートルを超える場合 

イ 分岐する管の位置から４階の一番高い位置の給水口まで１５メートルを超える場

合 

ウ 配水管の最小動水圧が０．３メガパスカル未満の場合 

(5) ３階建ての建築物で次のアからウに該当する場合 

ア 分岐する管の位置から高置水槽の流入口の高さが１５メートルを超える場合 

イ 分岐する管の位置から３階の一番高い位置の給水口まで１０メートルを超える場

合 

ウ 配水管の最小動水圧が０．２５メガパスカル未満の場合 

(6) 配水管の水圧により直接給水が困難な場合 

(7) 断・減水時にも一定の保安用水を必要とする場合 

(8) その他管理者が必要と認めた場合 

３ 前項第３号から第５号の規定による給水は、低置水槽に限るものとする。 

４ その他、市配水管の変動又は渇水時等において給水不能な状態が生じた場合は、各需

用者の負担で受水槽及び高置水槽の施設を設置するものとする。 

（量水器の検針） 

第１５条 量水器は毎月定日に検針する。ただし、やむを得ないときは定日を変更するこ

とができる。 
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２ 量水器を検針したときは携帯入力装置に入力しなければならない。 

（量水器検針の期間） 

第１６条 条例第２６条の月分とは量水器検針の翌日から次の検針日までの期間をいう。 

（量水器の位置） 

第１７条 量水器の位置が水道使用者等の行為により検針上不適当又は管理上支障を生じ

させるおそれがあると認めたときは市においてその位置を変更し、費用は給水装置所有

者又は水道使用者の負担とする。 

（量水器の故障による給水量の認定） 

第１８条 条例第２３条第１号及び第３号の規定による使用水量の認定は前２カ月間にお

ける使用水量その他の事実を参酌して行なう。 

（用途の異なる２種以上の使用水量の計算） 

第１９条 １個の量水器で用途の異なる２種以上の使用水量を計算するときは、家事用と

みなす。ただし、用途の異なる２種以上の使用水量において相互比較認定をし、家事用

以外の用途に占める割合いが多いと認められた場合は、料率の高い方による。 

（用途の種類） 

第２０条 条例第２１条に規定する営業用の種類は次のとおりとする。 

(1) 醸造業 

(2) 清涼飲料製造業 

(3) 飲食店 

(4) 理髪業 

(5) 料理店 

(6) 旅館 

(7) 製氷業 

(8) 洗濯業 

(9) 染色業 

(10) 鮮魚店及びその加工業 

(11) 銀行、会社 

(12) 劇場 

(13) 諸市場 

(14) 貸自動車業 

(15) 私設医院 
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(16) 養豚 

(17) 養鶏 

(18) その他これに類似する業態において使用するもの 

（料金の認定） 

第２１条 水道用途の事実と相違するときの料金は市の認定による。 

（算定基準に相違のある料金の精算） 

第２２条 料金を納付した後その算定基準に相違があったときは翌月分の使用料金におい

て精算する。 

（料金の納付） 

第２３条 料金は上・下水道料金納入通知書兼領収証（様式第１１号。以下「納入通知書」

という。）により納付しなければならない。ただし、管理者が必要と認めるときは、口

座振替等及び分納により納付することができる。 

（料金の徴収） 

第２３条の２ 管理者は、水道使用を止めた場合であってもその届出がないときは当該料

金を徴収することができる。 

（料金の納付期限） 

第２３条の３ 条例第２２条に係る料金の納付期限は次の各号のとおりとする。 

(1) 納入通知書を発行した日の属する月の翌月の１５日とし、口座振替等の場合も同様

とする。 

(2) 前号に規定する納期限の日が、糸満市の休日を定める条例（平成３年条例第２３号）

第１条に規定する市の休日に当たるときは、市の休日の翌日をもって納期限の日とす

る。 

(3) 管理者は前号に規定する納期限により難いと認めるときは、納期限をその都度定め

ることができる。 

（料金の督促） 

第２３条の４ 前条で規定した納期限までに納付しない場合、管理者は上・下水道料金督

促状兼領収証（様式第１２号）を当該納期限から１０日以内に発しなければならない。 

(1) 督促状に指定する納期限は、督促発送に属する月末とする。ただし、管理者が必要

と認めるときは、この限りではない。 

（小規模貯水槽水道の管理等） 

第２４条 条例第４０条第２項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道（以下「小規
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模貯水槽水道」という。）の管理及び管理の状況に関する検査の受検は、次に定めると

ころによるものとする。ただし、小規模貯水槽水道の利用者、利用の形態等を勘案した

上で、管理者が特に認めるものについては、この限りでない。 

(1) 小規模貯水槽水道は、次に掲げる基準に従い管理すること。 

ア 水槽の掃除は、１年以内ごとに１回、定期に管理者が認めるものにより行うこと。 

イ 水槽の点検等有害物、汚水等により水が汚染されることを防止するための必要な

措置を講ずること。 

ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い及び味その他の状態により供給する水に異常

を認めたときは、水質基準に関する省令（平成１５年厚生労働省令第１０１号）の

表上欄に掲げる事項のうち必要と認めるものについて検査を行うこと。 

エ 供給する水が人の健康を害する恐れがあることを知ったときは、直ちに水の供給

を停止し、かつ、その水を使用することが危険であることを関係者に周知させる措

置を講ずること。 

(2) 前号ウの規定にかかわらず、１年以内ごとに１回、定期に法第３４条の２第２項に

規定する地方公共団体の機関若しくは国土交通大臣及び環境大臣の指定する者又は管

理者が認めるものによる給水栓における水の色、濁り、臭い及び味に関する検査並び

に残留塩素の有無に関する検査を受けること。 

（諸手続） 

第２５条 小規模貯水槽水道の管理等に関し設置の届出等必要な手続は、管理者が別に定

める。 

附 則 

１ この規程は、昭和４８年４月１日から施行する。 

２ 従前の糸満市水道給水条例施行規則（１９６９年糸満市規則第６号）は廃止する。 

３ この規程は、令和８年４月１日から施行する。 
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様式第１号（第４条関係） 

様式第２号（第４条関係） 

様式第３号 削除 

様式第４号（第４条関係） 

様式第５号（第５条関係） 

様式第６号（第９条関係） 

様式第７号（第１１条関係） 

様式第８号（第１１条関係） 

様式第９号（第１１条関係） 

様式第１０号（第１１条関係） 

様式第１１号（第２３条関係） 

様式第１２号（第２３条の４関係） 

 


